
 

 

 令和５年 10月 25日 

こども家庭庁 

 

こども基本法から考えるこどもまんなか社会シンポジウムについて 
 

標記について、下記のとおり行うこととしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．日時：令和５年１１月５日（日）１５時００分～１７時３０分 

 

２．場所：日本橋髙島屋三井ビルディング 日本橋ホール１＋２（東京都中央区日本橋２－

５－１ ９階） 

 

３．出席者：こども家庭庁長官、みんなのパートナー ぽんぱー他 

 

４．概要：こども基本法から考えるこどもまんなか社会シンポジウムを開催します。 

     ①加藤大臣からのビデオメッセージ 

     ②こども・若者からのビデオメッセージ 

     ③こども家庭庁長官よりこども家庭庁、こども基本法についてご説明 

     ④パネルディスカッション 

     ⑤こども・若者からのメッセージ 

 

５．取材方法 

  (１)取材を希望される場合は、１１月１日（水）１２時までに、下記アドレス宛てに、 

    ①氏名、②所属、③連絡先電話番号及びメールアドレスの登録、④カメラの有無 

（ムービー・スチール）をお願いいたします。 

 

  (２)取材に際しては、係員の指示に従い、指定された位置でお願いします。 

 

  (３)カメラ取材希望の方は、当日１４時４５分までに、会場にお越しください。 

 

  (４)取材の方は、必ず腕章をお着けください。 

 

  (５)取材の際は、進行の妨げにならないようにご注意ください。 

 

  (６)事前・事後に関わらず、参加者への個別の取材はご遠慮ください。 

 

 

こども家庭庁メーリングリストへ公表 

【連絡先】 

 こども家庭庁長官官房総合政策担当企画係 

  工藤、菊池 

 電話：03-6860-0156 

    050-1702-1838 

E-mail：sougouseisaku.kikaku@cfa.go.jp 


